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１、事務局の運営と諸会議の開催 

（１）事務局の運営体制  

   ① 事務局の運営は、平日の午前１０時から午後３時までとし、常駐者を配置して会 

    員からの各種問い合わせ対応など世話役活動や日常業務を遂行します。なお、事務 

    局不在の時間帯は、ＮＴＴ労組北陸総支部の職員が１次対応をします。 

②  常駐者は、会長、事務局長、事務局次長とし、曜日毎の輪番制で出勤します。 

③  事務所は年内に増泉ビル１階に移転します。電話番号等も変更になりますので、

冬の元気確認等を通じ、会員への周知徹底を図ることとします。なお、新しい事務

所では、会員の皆さんが気軽に立ち寄れる運営に工夫します。 

（２）各種会議の開催 

 円滑な組織運営と諸活動を実施するため、次の諸会議を開催します。 

① 事務局会議        随時開催 

② 地域代表者会議      年２回開催予定 

③ 幹事会          年２回開催（３月、１０月） 

④ 幹事・班長会議      ２０２３年１１月１７日（金） 

⑤ 第２６回定期総会     ２０２４年１０月２３日（水） 加賀温泉 

２、会員拡大のとりくみ 

  現役組合員の退職予定者減などで新規会員は、更に減少傾向になります。 退職予定

者の早期把握・個別対応などＮＴＴ労組石川県グループ連絡会と緊密に連携し、「退職

説明会」の開催等様々な機会をとらえ取組みます。 

３、会員とのコミュニケーション活動 

（１）『元気確認』の実施 

   ＮＴＴ労組石川退職者の会の重要な活動として３６年間継続実施してきた『元気確認』

を従来どおり冬と夏の年２回行います。なお、近年の気象状況に配意し、実施時期を若

干早めることとし、幹事・班長会議で意識統一します。また、冬の『元気確認』では結

成５０周年記念のタオルを配布します。 

（２）各種行事の実施予定 

会員相互の親睦・交流などを図るため、次の行事を計画・実施します。 

① 第１０回フラワーアレンジメント教室    ２０２４年４月 

② 第２６回親睦バス旅行（信楽陶芸村等予定）２０２４年５月 

③ 第４６回物故者追悼法要          ２０２４年６月２日（日） 

④ 第２回親睦ゴルフ大会          ２０２４年９月 

⑤ 第２３回グランドゴルフ大会       ２０２４年９月 

⑥ 電友会共催行事は、開催内容について検討し別途周知します。 
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（３）結成５０周年事業 

ＮＴＴ労組石川退職者の会は、今年で結成５０年を迎えました。記念品としてタオル

を作成し冬の『元気確認』で全会員に配布します。 

（４）各地域での会員交流行事の実施 

    「退職者の会」活動をより身近なものとするため、県内各地域においても会員同士 

   の親睦、交流を深める各種行事を企画し実施します。なお、更に充実するため、多く 

   の会員が参加出来るよう工夫すると共に事務局との連携を図ります。 

（５）ホームページ・機関紙・近況報告等の情報提供 

① 日常的にホームページとブログを通じ「石川退職者の会」の動き、会員の近況、 

 訃報、サークルや地域の活動等の情報を発信します。 

② 機関紙「退職者の会ニュース」は、年２回発行します。なお、地域や会員の交流 

 を図るため、紙面の内容について検討します。 

③ 会員の近況をまとめ、２０２３年度版『お～い、どうしとるぅ？』の冊子を１２ 

 月に発行し、冬の『元気確認』の際に全会員に配布します。 

④ 情報提供活動の充実と迅速化を図るため、引続き事務局に「編集委員会」を設置 
 します。   

４、現・退一致の運動と友誼団体等との連携  

（１） ＮＴＴ労組石川県グループ連絡会を中心とした現役組織と連携し、各種課題を

積極的に取組みます。 

（２） 全国的に①一人暮らし、福祉施設への入所等や固定電話の廃止などにより連絡

が取れない会員が増加していることへの対応、②情報の安全確保を図るため、会員

の緊急連絡先データの電通共済生協システムへの投入を計画しています。 
これをふまえ全会員を対象に緊急連絡先データの収集を行うこととします。取組

みにあたっては、幹事・班長会議、地域代表者会議等で意識統一します。 
（３） 解散総選挙が想定される政治状況にあります。総選挙が実施された場合は、現・

退一致で取組みます。 
（４） 石川県退職者連合の諸活動に積極的に参加します。なお、役員として辰口 進副

会長、北山 陽子事務局次長、小澤 成一顧問を派遣します。 
（５） 電友会石川県支部との連携を深め共催行事を行います。 

（６） ＮＴＴ西日本北陸支店の「退職者との交流会」に積極的に参加します。 

（７） 各地域でボランティア活動を積極的に行います。 

５、福祉活動のとりくみ 

 （１）電通共済生協、労連共済、きらら保険等の利用促進に協力します。 

 （２）法律相談・相続手続き等の生活支援サービスを会員に周知します。 
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